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・学科試験日の欄に記載されている日時は、全国統一の実施日程です。

・実技試験日の欄に◎印のみで指定日の記入がない職種（作業）については、令和５年１２月４日（月）

から令和６年２月１１日（日）のうち当協会が指定する日に実施します。

日付の入っているものは全国統一の実施日程です。

・計画立案等作業試験欄の①は、１級のみが対象です。

実技試験日

職　　種　　名(下記の２５種類) 学科試験日 製作等作業試験 判断等試験 計画立案等作業試験
（旧ペーパーテスト）（旧作業試験） （旧要素試験）

鋳造・金属熱処理・機械加工・※非接触除去加工（旧放電加工）・金型製作・

金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械検査・ダイカスト・電子機器組立て・

電気機器組立て・半導体製品製造・プリント配線板製造・自動販売機調整・

光学機器製造・内燃機関組立て・空気圧装置組立て・油圧装置調整・

建設機械整備・婦人子供服製造・紳士服製造・プラスチック成形・パン製造　

R6.1.28 9:45 集合 R6.1.28 13:00 集合

１・２級　(実技試験概要は、P.12～P.16をご覧下さい)　

実技試験日

職　　種　　名 作 業 名 学科試験日
製作等作業試験 判断等試験 計画立案等作業試験

（旧ペーパーテスト）（旧作業試験） （旧要素試験）

さ く 井  ロータリー式さく井工事作業 R6.1.28 13:00 集合 R6.1.14 R6.1.14 8:45 集合

工 場 板 金  機械板金作業 R6.1.28 13:00 集合 ◎

工 場 板 金  数値制御タレットパンチプレス板金作業 R6.1.28 13:00 集合 ◎

ロ ー プ 加 工 ロープ加工作業 R6.2.4 13:00 集合 ◎

機 械 検 査  機械検査作業 R6.1.21 9:45 集合 ◎ R6.1.21 13:00 集合

 シーケンス制御作業 R6.1.21 9:45 集合 ◎ R6.1.21 13:00 集合
（ R4 年 度 ま で 電 気 機 器 組 立 て ）

半 導 体 製 品 製 造  集積回路チップ製造作業 R6.2.4 9:45 集合 R6.1.21

プ リ ン ト 配 線 板 製 造  プリント配線板設計作業 R6.2.4 9:45 集合 R6.1.21

空 気 圧 装 置 組 立 て  空気圧装置組立て作業 R6.2.4 13:00 集合 R6.1.14 R6.1.14 8:45 集合

油 圧 装 置 調 整  油圧装置調整作業 R6.1.28 9:45 集合 ◎ R6.1.28 13:00 集合

農 業 機 械 整 備  農業機械整備作業 R6.1.28 9:45 集合 ◎ R6.1.28 13:00 集合

冷 凍 空 気 調 和 機 器 施 工  冷凍空気調和機器施工作業 R6.1.28 9:45 集合 ◎ R6.1.28 13:00 集合

和 裁  和服製作作業 R6.1.28 9:45 集合 ◎

帆 布 製 品 製 造  帆布製品製造作業 R6.2.4 9:45 集合 ◎

プ リ プ レ ス  ＤＴＰ作業 R6.2.4 9:45 集合 ◎

石 材 施 工  石材加工作業 R6.1.28 9:45 集合 ◎

建 築 大 工  大工工事作業 R6.2.4 9:45 集合 ◎

か わ ら ぶ き  かわらぶき作業 R6.2.4 9:45 集合 ◎

配 管  建築配管作業 R6.1.21 9:45 集合 ◎ R6.1.21 13:00 集合

配 管  プラント配管作業 R6.1.21 9:45 集合 ◎ R6.1.21 13:00 集合

型 枠 施 工  型枠工事作業 R6.1.21 9:45 集合 ◎ ①R6.1.21 13:00 集合

鉄 筋 施 工  鉄筋施工図作成作業 R6.2.4 13:00 集合 R6.1.14 8:45 集合

鉄 筋 施 工  鉄筋組立て作業 R6.2.4 13:00 集合 ◎

コ ン ク リ ー ト 圧 送 施 工  コンクリート圧送工事作業 R6.2.4 13:00 集合 R6.1.14 8:45 集合 R6.1.14 9:55 集合

防 水 施 工  塩化ビニル系シート防水工事作業 R6.1.28 9:45 集合 ◎

防 水 施 工  改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業 R6.1.28 9:45 集合 ◎

樹 脂 接 着 剤 注 入 施 工  樹脂接着剤注入工事作業 R6.2.4 9:45 集合 ◎

カ ー テ ン ウ ォ ー ル 施 工  金属製カーテンウォール工事作業 R6.1.28 9:45 集合 R6.1.14 R6.1.14 8:45 集合

※ 令和５年度より職種名が変更となります。

※ シ ー ケ ン ス 制 御

特特　　　　級級　　((実実技技試試験験概概要要はは、、PP..1122ををごご覧覧下下ささいい))

実実施施職職種種・・実実施施日日  
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１・２級　(実技試験概要は、P.12～P.16をご覧下さい)　

実技試験日

職　　種　　名 作 業 名 学科試験日
製作等作業試験 判断等試験 計画立案等作業試験

（旧ペーパーテスト）（旧作業試験） （旧要素試験）

機 械 ・ プ ラ ン ト 製 図  機械製図手書き作業 R6.1.28 9:45 集合 R6.1.21

機 械 ・ プ ラ ン ト 製 図  機械製図ＣＡＤ作業 R6.1.28 9:45 集合 R6.1.21

電 気 製 図  配電盤･制御盤製図作業 R6.2.4 9:45 集合 R6.1.21 8:45 集合

塗 装  鋼橋塗装作業 R6.2.4 9:45 集合 ◎

広 告 美 術 仕 上 げ  広告面粘着シート仕上げ作業 R6.2.4 13:00 集合 ◎

義 肢 ・ 装 具 製 作  装具製作作業 R6.2.4 9:45 集合 ◎

単一等級　(実技試験概要は、P.16をご覧下さい)

実技試験日

職　　種　　名 作 業 名 学科試験日
製作等作業試験 判断等試験 計画立案等作業試験

（旧ペーパーテスト）（旧作業試験） （旧要素試験）

電 子 回 路 接 続  電子回路接続作業 R6.2.4 9:45 集合 ◎

バ ル コ ニ ー 施 工  金属製バルコニー工事作業 R6.1.28 13:00 集合 R6.1.14 R6.1.14 8:45 集合

３　　級　(実技試験概要は、P.16～17をご覧下さい)　

実技試験日

職　　種　　名 作 業 名 学科試験日
製作等作業試験 判断等試験 計画立案等作業試験

（旧ペーパーテスト）（旧作業試験） （旧要素試験）

造 園  造園工事作業 R6.1.28 13:00 集合 ◎ ◎

機 械 加 工  普通旋盤作業 R6.2.4 9:45 集合 ◎

機 械 検 査  機械検査作業 R6.2.4 13:00 集合 ◎

電 子 機 器 組 立 て  電子機器組立て作業 R6.2.4 13:00 集合 ◎

電 気 機 器 組 立 て  配電盤･制御盤組立て作業 R6.1.21 9:45 集合 ◎

 シーケンス制御作業 R6.1.21 9:45 集合 ◎
（ R4 年 度 ま で 電 気 機 器 組 立 て ）

プ リ ン ト 配 線 板 製 造  プリント配線板設計作業 R6.2.4 9:45 集合 R6.1.21

冷 凍 空 気 調 和 機 器 施 工  冷凍空気調和機器施工作業 R6.1.28 9:45 集合 ◎

和 裁  和服製作作業 R6.1.28 9:45 集合 ◎

家 具 製 作  家具手加工作業 R6.1.28 13:00 集合 ◎

建 築 大 工  大工工事作業 R6.2.4 9:45 集合 ◎

か わ ら ぶ き  かわらぶき作業 R6.2.4 9:45 集合 ◎

配 管  建築配管作業 R6.1.21 9:45 集合 ◎

型 枠 施 工  型枠工事作業 R6.1.21 9:45 集合 ◎

鉄 筋 施 工  鉄筋施工図作成作業 R6.2.4 13:00 集合 R6.1.14 8:45 集合

鉄 筋 施 工  鉄筋組立て作業 R6.2.4 13:00 集合 ◎

ﾃ ｸ ﾆ ｶ ﾙ ｲ ﾗ ｽ ﾄ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ  テクニカルイラストレーション手書き作業 R6.2.4 9:45 集合 R6.1.14 8:45 集合

ﾃ ｸ ﾆ ｶ ﾙ ｲ ﾗ ｽ ﾄ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ  テクニカルイラストレーションＣＡＤ作業 R6.2.4 9:45 集合 R6.1.14 8:45 集合

機 械 ・ プ ラ ン ト 製 図  機械製図手書き作業 R6.1.28 9:45 集合 R6.1.21

機 械 ・ プ ラ ン ト 製 図  機械製図ＣＡＤ作業 R6.1.28 9:45 集合 R6.1.21

電 気 製 図  配電盤･制御盤製図作業 R6.2.4 9:45 集合 R6.1.21 8:45 集合

貴 金 属 装 身 具 製 作  貴金属装身具製作作業 R6.1.28 13:00 集合 ◎

広 告 美 術 仕 上 げ  広告面粘着シート仕上げ作業 R6.2.4 13:00 集合 ◎

写 真  肖像写真デジタル作業 R6.2.4 13:00 集合 ◎

※ シ ー ケ ン ス 制 御

※ 令和５年度よりシーケンス制御職種は、電気機器組立て職種とは別に新職種として設置され、３級においては前期・後期ともに実施されます。

新設にともない、受検資格、免除資格の取扱いに変更が生じる場合があります。詳細は、P 5でご確認下さい。
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交付年月日を起算日とします。）

３　級 単一等級 特級

２　級 ３　級 ３　級 １　級

合格後 合格後 合格後 (※６) 合格後

専 修 学 校 ( ※ ３ ) 又 は 各 種 学 校 　800時間以上 6 2 4 0 0
0

※８
1

（ 検 定 職 種 に 関 す る 学 科 ） 卒 業 1,600時間以上 5 2 4 0 0
0

※８
1

（厚生労働大臣が指定したものに限る。） 3,200時間以上 4 2 4 0 0 0
※８

0

短 期 課 程 の 普 通 職 業 訓 練

（検定職種に関する訓練科）修了(※４)（※９）

普 通 課 程 の 普 通 職 業 訓 練 2,800時間未満 5 2 4 0 0 0 1

（検定職種に関する訓練科）修了(※４)（※９） 2,800時間以上 4 2 4 0 0 0 0

3 1 2 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

－ － － 0

0 0 0 0

　並びに独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者は学校教育法に基づくそれぞれ

　のものに準ずる。

※３：大学入学資格付与課程、大学編入資格付与課程及び大学院入学資格付与課程の専修学校を除く。

※５：総訓練時間が700時間未満のものを含む。

　関する学科に在学する者及び検定職種に関する訓練科において職業訓練を受けている者等も受検できる。また、

　工業高等学校に在学する者等であって、かつ、工業高等学校の教員等による検定職種に係る講習を受講し、当該

　講習の責任者から技能検定試験受検に際して安全衛生上の問題等がないと判定されたものも受検できる。

※７：検定職種に関し実務の経験を有する者について、受検資格を認めることとする。

※８：当該学校が厚生労働大臣の指定を受けたものであるか否かに関わらず、受検資格を付与する。

※９：職業能力開発促進法第92条に規定する職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練の修了者においても、修了した職業訓

　練又は指導員訓練の訓練課程に応じ、受検資格を付与する。

　していなければ受検できません。

注２：受検資格の実務経験年数については、申請受付最終日の令令和和55年年1100月月1133日日を基準日としてご判断下さい。

注３：受検資格について不明な点は、長崎県職業能力開発協会までお問い合わせ下さい。

２級(※６)１級

専 門 高 校 （ 検 定 職 種 に 関 す る 学 科 ） 卒 業 （ ※ ２ ) 又 は 専 修 学 校
1006

2

〔 大 学 入 学 資 格 付 与 課 程 （ 検 定 職 種 に 関 す る 学 科 ） に 限 る 〕 卒 業

0
※７

4

0

実　　　務　　　経　　　験　　　の　　　み
0

2 4

0 0

0

0

2

0

〔 大 学 編 入 資 格 付 与 課 程 ( 検 定 職 種 に 関 す る 学 科 ) に 限 る 〕 卒 業

前 期 課 程 修 了 者 を 除 く ） ( ※ ２ ) 又 は 専 修 学 校

専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練（検定職種に関する訓練科）修了(※４)（※９）

0

2

大 学 （ 検 定 職 種 に 関 す る 学 科 ） 卒 業 （ 専 門 職 大 学

10
※５

2 4 0

注１：実技試験の概要（P12～P17）で　　  のマークのある作業については、資格証等を携帯

32

※４：職業訓練法の一部を改正する法律（昭和53年法律第40号）の施行前に、改正前の職業訓練法に基づく高等訓練課程

　又は特別高等訓練課程の養成訓練を修了した者は、それぞれ改正後の職業能力開発促進法に基づく普通課程の普通

　職業転換課程の能力再開発訓練（いずれも800時間以上のものに限る。）を修了した者はそれぞれ改正後の職業能力

7

 開発促進法に基づく普通課程又は短期課程の普通職業訓練を修了したものとみなす。

※１：検定職種に関する学科、訓練科又は免許職種に限る。

5

　700時間以上 6

短 大 ・ 高 等 専 門 学 校 ・ 高 校 専 攻 科 （ 検 定 職 種 に 関 す る 学 科 ）

1

※６：３級(前期又は後期の期間にかかわらず随時実施するものは除く。)技能検定については、上記のほか、検定職種に

　（平成４年法律第67号）の施行前に、改正前の職業能力開発促進法に基づく専門課程の養成訓練を修了した者は、

　専門課程の高度職業訓練を修了したものとみなし、改正前の職業能力開発促進法に基づく普通課程の養成訓練又は

応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練（検定職種に関 する 訓練 科）修了 （※ ９）

※２：学校教育法による大学、短期大学又は高等学校と同等以上と認められる外国の学校又は他法令学校を卒業した者

1

0

　職業訓練又は専門課程の高度職業訓練を修了したものとみなす。また、職業能力開発促進法の一部を改正する法律

指 導 員 養 成 課 程 の 指 導 員 養 成 訓 練 （ 検 定 職 種 に 関 す る 訓 練 科 ） 修了 （ ※ ９ ）

高 度 養 成 課 程 の 指 導 員 養 成 訓 練 修 了 （ ※ ９ ）

1

職 業 訓 練 指 導 員 免 許 （ 検 定 職 種 に 関 す る 免 許 職 種 ） 取 得

受　検　資　格
　受検資格は、当該検定職種に関する実務経験が必要で、検定職種に関する学歴・職業訓練歴・指導員免許等

により短縮されています。　（実務経験年数を算出する場合は、卒業証書、修了証書、免許証、合格証書等の

技能検定の受検に必要な実務経験年数

4
〔 大 学 院 入 学 資 格 付 与 課 程 ( 検 定 職 種 に 関 す る 学 科 ) に 限 る 〕 卒 業

045

※以下の各欄に該当する者以外は全て実務経験のみでの資格判定となります。

0 0

（単位；年）

受　検　対　象　者
（※１）

4

卒業 (※２ )、専門職大学前期課程 (検定職種に関する学科)修了又は専修学校
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試験の免除資格

技能検定試験の免除一覧表
１．技能検定関係（同一の検定職種に限る。）

技能検定試験の免除の範囲
対　象　者 備　考

特級 １級 ２級 ３級 単一等級

 実技試験のみ合格 実技の全部 - - - - - - - - 　実技試験又は学科試験に
　合格した日から５年間
　(最終年にあっては年度
　終わりまで)有効

特　　級

学科試験のみ合格 学科の全部 - - - - - - - -

技 能 検 定 合 格 - - 学科の全部 - -

１　　級 実技試験のみ合格 - - 実技の全部 - - 　選択科目のある検定職種
　の場合には、同一の選択
　科目に限る学科試験のみ合格 - - 学科の全部 - -

技 能 検 定 合 格 - - - - 学科の全部 - -

２　　級 実技試験のみ合格 - - - - 実技の全部 - - 　選択科目のある検定職種
　の場合には、同一の選択
　科目に限る学科試験のみ合格 - - - - 学科の全部 - -

技 能 検 定 合 格 - - - - - - 学科の全部 - -

３　　級 実技試験のみ合格 - - - - - - 実技の全部 - - 　選択科目のある検定職種
　の場合には、同一の選択
　科目に限る学科試験のみ合格 - - - - - - 学科の全部 - -

技 能 検 定 合 格 - - - - - - - - 学科の全部

単一等級 実技試験のみ合格 - - - - - - - - 実技の全部 　選択科目のある検定職種
　の場合には、同一の選択
　科目に限る学科試験のみ合格 - - - - - - - - 学科の全部

２．職業能力開発行政関係（検定職種に関する訓練科又は免許職種に限る。）
技能検定試験の免除の範囲 

対　象　者 備　考
特級 １級 ２級 ３級 単一等級

指 導 員 試 験 合 格 又 は 指 導 員 免 許 取 得 - - 学科の全部 学科の全部

 応用課程又は特定応用
 課程の高度職業訓練に
 おける技能照査合格

　技能照査合格後 ５年 学科の全部 学科の全部

　実務経験年数 ２年 - - 学科の全部 学科の全部

- - - - 学科の全部 学科の全部

　技能照査合格後 ４年 - - 学科の全部 学科の全部
 専門課程又は特定専門
 課程の高度職業訓練に
 おける技能照査合格

　実務経験年数 １年 - - - - 学科の全部 学科の全部

- - - - 学科の全部 - -

 普通課程の普通職業訓練
 における技能照査合格

技能照査合格後２年（2,800
時間以上なら１年）の実務経験

- - - - 学科の全部 学科の全部

- - - - 学科の全部 - -

１ 級 技 能 士 コ ー ス - - 学科の全部 - -
 短期課程の普通職業訓練
 について修了時試験合格
 かつ修了

２ 級 技 能 士 コ ー ス - - - - 学科の全部 - -

単 一 等 級 技 能 士 コ ー ス - - - - - - - - 学科の全部

技 能 五 輪 全 国 大 会 に お け る 技 能 証 - - 実技の全部 - - - - 実技の全部

技 能 五 輪 地 方 大 会 に お け る 技 能 証 - - - - 実技の全部 - -

実 技 部 門 の 技 能 証 - - - - 実技の全部 - -
全国障害者技能競技大会

学 科 部 門 の 技 能 証 - - - - 学科の全部 - -

技能照査又は修了時試験に合格した職業訓練の訓練課程に応じて、試験を免除する。 

３．他法令関係
技能検定試験の免除の範囲 

対　象　者 備　考
特級 １級 ２級 ３級 単一等級

　建築士法による１級建築士試験若しくは２級建築士
　試験に合格した者又は１級建築士若しくは２級建築
　士の免許を受けた者

　建築大工職種及びブロック建築職種に
　係る学科試験の全部- - - - - -

　建築士法による木造建築士試験に合格した者
　又は木造建築士の免許を受けた者 - - 　建築大工職種に係る学科試験の全部 - - - -

１級の技能検定 - - 　和裁職種に係る実技試験の全部 - - - -
　東京商工会議所が行う
　和裁に関する技能検定 　和裁職種に係る

２級の技能検定 - - - - - - - -　実技試験の全部

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※２

※１

※１

※１

※１：平成16年10月21日が有効期限内である技能証は、その有効期限が過ぎたものであっても有効（H16厚労告376附則第２項及び第３項）

※２：職業能力開発促進法第92条に規定する職業訓練に準ずる訓練における技能照査又は修了時試験の合格者においても、
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試試験験のの通通知知

実技試験及び学科試験の実施については、受検票（試験日時・会場、その他注意事項等を記載）で 

事前に通知します。実技試験問題公表日以降に随時発送します。 

試験日には受検票を必ずご持参下さい。 

結結果果発発表表  

令令和和６６年年３３月月８８日日（（金金））にに合合格格発発表表いいたたししまますす。。  

発表方法は下記のとおりです。不合格の方には通知しませんのでご留意下さい。 

◎◎技技能能検検定定合合格格のの方方

長崎県雇用労働政策課のホームページ（https://www.pref.nagasaki.jp/section/koyo/）で 

合格者の受検番号を掲示します。 

長崎県職業能力開発協会で合格者の受検番号を掲示するとともに合格者に文書で通知いたします。 

合合格格者者ととはは  

①実技試験及び学科試験に合格された方

②実技試験が免除で、学科試験に合格された方

③学科試験が免除で、実技試験に合格された方

④実技試験及び学科試験の両方が免除の方

◎◎実実技技試試験験・・学学科科試試験験のの一一部部合合格格のの方方

実技試験又は学科試験の一方に合格された方には、「「実実技技試試験験一一部部合合格格通通知知」」又は「「学学科科試試験験  

一一部部合合格格通通知知」」をお送りします。 

なお、この一部合格通知は今後技能検定を受検される場合、免除資格の証明になりますので、 

大切に保管して下さい。 

そそのの他他  

・申請後に住所、氏名等が変更になった場合は必ず長崎県職業能力開発協会に連絡して下さい。

変更の連絡がなく、長崎県職業能力開発協会からの通知等が届かない場合は責任を負いかねます。

・ご不明な点は､長崎県職業能力開発協会「職業能力検定課」にお問い合わせ下さい。


